
【意思表示】 

１ ＡがＢに甲土地を売却した。甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなさ

れた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、

ＢはＡに登記を移転する義務を、ＡはＢに代金を返還する義務を負い、各義務は

同時履行の関係となる。 

２ Ａが自己所有の甲土地をＢに売却する旨の契約（本件売買契約という。）が締結

された。ＡがＢの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすで

にＣに転売されていた。この場合において、ＣがＡに対して甲土地の所有権の取

得を主張するためには、Ｃは、Ｂの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことに

つき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。 

３ Ａが自己所有の甲土地をＢに売却する旨の契約（本件売買契約という。）が締結

された。ＡがＣの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をＢが知

らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、ＡはＣの強迫を理由

として本件売買契約を取り消すことができない。 

４ Ａが自己所有の甲土地をＢに売却する旨の契約（本件売買契約という。）が締結

された。ＡがＣの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をＢが知

っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、ＡはＣの詐

欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。 

５ Ａ所有の土地が、ＡからＢ、Ｂから善意無過失のＣへと売り渡され、移転登記も

なされているが、ＡからＢへの土地の売却の意思表示が錯誤によるものであっ

た。錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、Ａは、

ＡＢ間の契約の取消しを主張し、Ｃに対して所有権を主張することができる。 

６ ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもの

であった。錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、

それを当該意思表示の内容としてＡがＢに対して表示した場合であっても、こ

の売却の意思表示を取り消すことができない。 

７ ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもの

であった。錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、

意思表示者であるＡに重過失があるときは、Ａは、その取消しを主張することが

できない。 

８ ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもの

であった。錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、

意思表示者であるＡに重過失があるときは、たとえ、ＢがＡに錯誤があることを

知っていたとしても、Ａは、その取消しを主張することができない。 

９ ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもの

であった。錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、

Ｂは、この売却の意思表示の取消しを主張できる。 
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